
（１）基本料金（１日あたり） （２）食費・居住費（１日あたり）

かたくり荘ユニット型

１割 2割 ３割 食費 居住費

要介護１ 768円 1,536円 2,304円 300円 880円
要介護２ 836円 1,672円 2,508円 390円 880円
要介護３ 910円 1,820円 2,730円 650円 1,370円
要介護４ 977円 1,954円 2,931円 1,360円 1,370円
要介護５ 1,043円 2,086円 3,129円 1,445円 2,066円

第１段階 市町村民税非課税世帯、生活保護・老齢福祉年金受給者、預貯金等の資産の状況 単身1000万円以下・夫婦2000万円以下
第２段階 市町村民税非課税世帯、年金80万円以下の方、預貯金等の資産の状況 単身650万円以下・夫婦1650万円以下
第３段階① 市町村民税非課税世帯、年金80万円〜120万円以下の方、預貯金等の資産の状況 単身550万円以下・夫婦1550万円以下
第３段階② 市町村民税非課税世帯、年金120万円超の方、預貯金等の資産の状況 単身500万円以下・夫婦1500万円以下
第４段階 市町村民税課税世帯

（３）加算項目（１日あたり）
金額

1割 2割 3割

看護体制加算Ⅰ 4円 8円 12円

看護体制加算Ⅱ 8円 16円 24円

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 18円 36円 54円

栄養マネジメント強化加算 11円 22円 33円

外泊時費用 246円 492円 738円

初期加算 30円 60円 90円

安全対策体制加算 20円/回 40円/回 60円/回

看取り介護加算（Ⅰ） 11円 22円 33円

144円 288円 432円

680円 1,360円 2,040円

1,280円 2,560円 3,840円

かたくり荘ユニット型　利用料金

死亡日以前4日以上30日以下

死亡日以前31日以上45日以下

入所した日から起算して30 日以内の期間について算定する。30 日を
超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合も同様とする。

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居
宅における外泊を認めた場合は、1 月に6 日を限度として所定単位数
に代えて算定する。

・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50（施設に常勤栄養士
を１人以上配置し、給食管理を行っている場合は70）で除して得た
数以上配置すること。
・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護
師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察（ミール
ラウンド）を週３回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏ま
えた食事の調整等を実施すること。
・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、
問題がある場合は、早期に対応すること。
・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄
養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切か
つ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

夜勤職員が基準より1名多く配置していること。

要介護度

内容

看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25 又はその端数を
増すごとに1 以上であり、かつ、配置すべき看護職員の数に1 を加え
た数以上であること。

常勤の看護師を1 名以上配置していること。

備考

ユニット型個室介護保険負担限度
額認定区分

第１段階
第２段階

第４段階

死亡日

施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が
整備されている（入所時に1回を限度として算定）。

第３段階①
第３段階②

死亡日の前日及び前々日



サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18円 36円 54円

(以下は1月あたり）

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 50円 100円 150円

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 110円 220円 330円

協力医療機関連携加算 50円 100円 150円

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10円 20円 30円

生産性向上推進加算（Ⅱ） 10円 20円 30円

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

（４）月額料金 あくまで目安の料金となります。
（条件/保険負担割合1割の場合の月額   ※31日計算)  （※31日計算) 

介護度 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 2割負担 3割負担

1 66,068円 68,858円 92,108円 114,118円 138,329円 167,818円 197,306円
2 68,472円 71,262円 94,512円 116,522円 140,733円 172,624円 204,516円
3 71,087円 73,877円 97,127円 119,137円 143,348円 177,854円 212,361円
4 73,454円 76,244円 99,494円 121,504円 145,715円 182,590円 219,464円
5 75,787円 78,577円 101,827円 123,837円 148,048円 187,255円 226,462円

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた
上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行って
いること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取り組みによる効果を示すデータ
の提供（オンラインによる提出）を行うこと。

所定単位数（基本報酬単位＋各種加算）×14％が料金に加算

(1)歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及
び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されて
いること。
(2)歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生
等の管理を月2 回以上行うこと。
(3)歯科衛生士が、(1)における入所者に係る口腔衛生等の管理につい
て、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
(4)歯科衛生士が、(1)における入所者の口腔に関する介護職員からの
相談等に必要に応じ対応すること。
(5)入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出
し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管
理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

・入所者ごとの、ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症、疾病の状
況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、少なくとも
3月1回厚生労働省に提出していること。
・必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たっ
て、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必
要な情報を活用していること。

介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が60％以上。

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴
等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。
協力医療機関が下記の①〜③の要件を満たす場合（協力医療機関の要
件）

 ①入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相
談対応を行う体制を常時確保していること。

 ②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う
体制を常時確保していること。

 ③入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認めら
れた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保しているこ
と。

・感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（鶴岡市
立荘内病院）との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確
保していること。
・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時
期の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等
と連携し適正に対応していること。


